
　

申
請
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
屋
外
広
告
物
と
は
︙
屋
外
広
告

物
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
要
件

を
す
べ
て
満
た
す
も
の
。

（
例
）広
告
板
、
広
告
塔
、
壁
面
広

告
物
、
壁
面
突
出
広
告
物
、
は

り
紙
、
は
り
札
、
立
看
板
、
置

看
板
、
の
ぼ
り
旗
、
広
告
幕
、

ア
ー
チ
、
ア
ー
ケ
ー
ド
添
加
広

告
物
、
電
柱
・
街
灯
柱
等
を
利

用
す
る
広
告
物
、
車
両
に
表
示

さ
れ
る
広
告
物
、
ア
ド
バ
ル
ー

ン
、
サ
イ
ン
ポ
ー
ル

●
屋
外
広
告
物
の
施
工
に
つ
い
て

　

屋
外
広
告
物
の
表
示
・
設
置
は
、

栃
木
県
の
登
録
業
者
で
な
け
れ

ば
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※
登
録
業
者
の
一
覧
は
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

※
屋
外
広
告
物
の
表
示
・
設
置
に

は
、
の
ぼ
り
旗
や
置
き
看
板
、

は
り
紙
な
ど
の
簡
易
な
広
告
物

を
除
き
、管
理
者
が
必
要
で
す
。

　

管
理
者
に
つ
い
て
は
、
都
道
府

県
、
指
定
都
市
ま
た
は
中
核
市

の
屋
外
広
告
物
講
習
会
修
了
者

や
屋
外
広
告
士
の
試
験
に
合
格

し
た
者
な
ど
で
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

問
都
市
計
画
課　
　

２
階

　
（
２
３
）８
７
１
１

●
募
集
人
数
︙
40
名（
一
般
も
含
む
）

●
受
験
資
格

▼
推
薦
：
平
成
28
年
３
月
に
高
等

学
校
卒
業
見
込
み
の
学
科
評
定

平
均
３
・
０
以
上
、
合
格
し
た
場

合
必
ず
本
校
に
入
学
で
き
る
方

▼
社
会
人
：
高
校
を
卒
業
し
、
平

成
28
年
４
月
１
日
時
点
で
２
年

以
上
経
過
し
た
方

●
応
募
方
法
︙
願
書
希
望
者
は
本

校
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
願
書
受
付
期
間
︙
９
月
７
日

（
月
）～
18
日（
金
）

●
試
験
日
︙
９
月
26
日（
土
）

●
試
験
会
場
︙
国
際
医
療
福
祉
大

学
塩
谷
看
護
専
門
学
校

問
国
際
医
療
福
祉
大
学
塩
谷
看
護

専
門
学
校
事
務
部

　
（
４
４
）２
３
２
２

　

高
齢
者
・
障
害
者
に
対
す
る
暴

行
・
虐
待
な
ど
、
人
権
問
題
を
め

ぐ
る
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

●
日
時
︙
９
月
７
日（
月
）～
13
日（
日
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

※
土
日
は
午
前
10
時
～
午
後
５
時
。

※
人
権
擁
護
委
員
が
担
当
し
ま
す
。

秘
密
厳
守
で
す
の
で
、
安
心
し

て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

被
保
険
者
証（
保
険
証
）の
有
効
期

限
が
９
月
30
日
で
切
れ
る
た
め
、

９
月
下
旬
に
新
し
い
保
険
証
を
発

送
し
ま
す
。

　

10
月
１
日
以
降
、
医
療
機
関
に

か
か
る
と
き
に
は
、
新
し
い
保
険

証
を
提
示
く
だ
さ
い
。

※
郵
送
で
は
な
く
窓
口
交
付
を
希

望
す
る
方
は
９
月
16
日（
水
）ま
で

に
左
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
保
険
証
ケ
ー
ス
、
臓
器
提
供
意
思

表
示
欄
の
個
人
情
報
保
護
シ
ー

ル
を
希
望
す
る
方
は
、
左
記
ま

た
は
各
支
所
、
出
張
所
、
公
民

館
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

※
保
険
証
が
届
か
な
い
時
は
左
記

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い

■
有
効
期
限
が
途
中
で
切
れ
る
方
へ

　

新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限
は

平
成
28
年
９
月
30
日
ま
で
で
す

が
、
途
中
で
有
効
期
限
が
切
れ
る

方
が
い
ま
す
。
次
に
該
当
す
る
方

は
、
期
限
が
切
れ
る
前
に
新
し
い

保
険
証
を
郵
送
し
ま
す
。

①
国
民
健
康
保
険
退
職
被
保
険
者

証
を
お
使
い
の
方
で
65
歳
の
誕

生
日
を
迎
え
る
方
と
そ
の
被
扶

養
者

②
75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
方

問
国
保
年
金
課　
　

１
階

　
（
２
３
）８
８
５
７

■
高
齢
者
・
障
害
者
の
人
権
あ
ん

し
ん
相
談

　

０
５
７
０（
０
０
３
）１
１
０

問
宇
都
宮
地
方
法
務
局 

大
田
原

支
局

　
（
２
３
）１
１
５
５

　

医
療
相
談
、
障
害
手
帳
・
補
装

具
な
ど
、身
体
の
こ
と
に
つ
い
て
、

医
師
や
看
護
師
が
無
料
で
相
談
に

応
じ
ま
す
。

●
日
時
︙
10
月
７
日（
水
）

　

午
後
２
時
～
4
時（
要
予
約
）

●
場
所
︙
那
珂
川
町
健
康
管
理
セ

ン
タ
ー（
那
珂
川
町
馬
頭
66-
３
）

●
申
込
方
法
︙
９
月
16
日（
水
）ま

で
に
左
記
へ
申
し
込
み
。

申
福
祉
課　
　

１
階

　
（
２
３
）８
９
２
１

　

現
在
お
使
い
の
国
民
健
康
保
険

　

重
要
水
防
箇
所
で
あ
る
須
賀
川

地
区
内
・
押
川
に
河
川
監
視
カ
メ

ラ
を
設
置
し
ま
し
た
。

●
河
川
監
視
カ
メ
ラ
の
役
割

　

大
雨
に
よ
る
洪
水
な
ど
の
災
害

が
予
測
さ
れ
る
場
合
、
河
川
の

様
子
や
増
水
の
状
況
を
確
認
す

る
こ
と
で
速
や
か
な
自
主
避
難

や
避
難
勧
告
の
発
令
な
ど
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
住
民

の
安
全
・
安
心
を
高
め
る
こ
と

に
役
立
ち
ま
す
。

●
閲
覧
方
法
︙
河
川
監
視
カ
メ
ラ

の
映
像
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

●
設
置
場
所
︙
須
賀
川
高
齢
者
ほ

ほ
え
み
セ
ン
タ
ー
付
近

問
危
機
管
理
課　
　

２
階

　
（
２
３
）１
１
１
５

　

市
内
で
、
屋
外
広
告
物
の
表
示

お
よ
び
掲
出
物
件
の
設
置
を
す
る

場
合
は
、
市
都
市
計
画
課
に
許
可

申
請
の
上
、
許
可
を
受
け
て
か
ら

設
置
し
て
下
さ
い
。

塩
谷
看
護
専
門
学
校

推
薦
・
社
会
人
入
試

全
国
一
斉「
高
齢
者
・
障
害

者
の
人
権
あ
ん
し
ん
相
談
」

年
金
・
国
保

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

が
更
新
さ
れ
ま
す

河
川
監
視
カ
メ
ラ
を

設
置
し
ま
し
た

屋
外
広
告
物
の
表
示
・
設
置

に
つ
い
て

身
体
障
害
者
巡
回
相
談

の
お
知
ら
せ

2015.9 16

Ａ仮設庁舎Ａ棟「政策･せいかつ館」 Ｂ仮設庁舎Ｂ棟「税･まちづくり館」 東東別館「安心･しあわせ館」



相　談 日　時 場　所 問い合わせ
総
合
行
政

相
談

大田原地区 ９月28日（月） 10:00～15:00 大田原市福祉センター
市情報政策課  　２階

（２３）８７００黒羽地区 10月13日（火） ９:30～12:00 黒羽・川西地区公民館
湯津上地区 10月７日（水） 13:00～16:00 佐良土多目的交流センター

人
権
相

談
大田原地区 ９月28日（月） 9：30～12：00 大田原市福祉センター

市総務課　  ２階
（２３）１１１１黒羽地区 10月13日（火） 9：30～12：00 黒羽・川西地区公民館

湯津上地区 10月７日（水） 13:00～16:00 佐良土多目的交流センター

 

心
配
ご
と
相
談

大田原地区 毎週金曜　　 9:00～12:00 大田原市福祉センター 市社会福祉協議会　
（２３）１１３０

湯津上地区 毎月第１水曜 13:00～16:00 佐良土多目的交流センター 〃　湯津上支所
（９８）３７１５

黒羽地区 毎月
第１･３木曜 ９:00～12:00 社会福祉協議会黒羽支所 〃　　黒羽支所

（５４）１８４９
広域無料法律相談

（要予約）
毎月第２木曜 　13:30～ トコトコ大田原３階

市民交流センター
市総務課　  ２階
（２３）１１１１（予約は第１木曜から受け付けます）

市民無料法律相談
（要予約）

９月24日（水）   13:30～ 大田原市福祉センター 市総務課　  ２階
（２３）１１１１（予約は9月14日（月）から受け付けます）

公正証書（法律）無料相談
（要予約） ９月24日（水） 10:00～12:00

13:00～16:00 大田原公証役場 大田原公証役場
（２３）０６６６

栃木県交通事故相談 毎週水･金曜 9:00～16:00
13：00～15：30 栃木県庁那須庁舎

那須県民相談室
交通事故相談用電話

（２３）１５５６（年末年始・祝日を除く）
不動産無料相談会
（要予約）

９月18日（金） 13:30～15:30 不動産会館県北支部
（黒磯文化会館前）

（公社）宅建協会県北支部
０２８７（６２）６６７７10月２日（金）

自殺予防いのちの電話
フリーダイヤル 毎月10日８:00～11日８:00 ― フリーダイヤル

０１２０（７３８）５５６
子育てに関する相談
ＤＶ･離婚に関する相談

月～金
（祝日を除く） 8:30～16:00 子育て相談室

（市役所東別館１階）
市子ども幸福課  　１階

（２４）０１１２

働く人のメンタルヘルス相談 毎月第３水曜 　13:30～16：30 大田原労政事務所
（栃木県那須庁舎 1 階）

大田原労政事務所
（２２）４１５８

（土・日を除く 3 日前までに予約）

とちぎジョブモール巡回相談
毎月第１木曜
セミナー　10:30～／相談　13：00～ 栃木県那須庁舎

第三会議室（前日 17:00 までに予約）

栃木県不動産鑑定士協会
無料相談会（予約不要） 10月１日（木） 10：00～12：00

13：00～15：00
トコトコ大田原３階小会議室 栃木県不動産鑑定士協会

　 ０２８（６３９）０５５６

生活困窮者の支援制度 月～金　　　　 8：30～17：15
（年末年始・祝日を除く）

市社会福祉協議会
（浅香3-3578-17）

市社会福祉協議会
（２３）１１３０

■薬物問題をお持ちの方の家族の集い
●日時…９月 10 日（木）　午後１時 30 分～３時 30 分
　　　　回復に役立つ社会資源について知ろう
●場所…県北健康福祉センター（住吉町２－１４－９）
●内容…家族の情報交換、情報提供、必要に応じて目的に準拠し

た内容の助言
●助言者…薬剤師、保健師、栃木ダルク職員
問 県北健康福祉センター　　（２２）２２５９

■宇都宮地方法務局における登記の申請手続に関する相談　　　
　が、平成 27年８月から予約制となりました。
　詳しくは下記へお問い合わせください。

●不動産登記ついて…宇都宮地方法務局大田原支局
　　（２３）１１５５
●会社法人登記について…宇都宮地方法務局法人登記部門
　　０２８（６２３）０９１６

各種相談 ※開催日時は、９月15日（火）～10月14日（水）の期間のものを掲載しています。

消費生活センター情報 旅行の特別保障制度をご存知ですか？
■相談事例■
　旅行会社の募集型企画旅行（パック旅行）に参加して、
万一事故に遭った場合の保障は、どうなるのでしょうか。

■アドバイス■
　パック旅行の場合、旅行会社の責任は、旅行者に対し
て旅行日程に従った運送機関や宿泊施設などの手配、旅
程の管理を行う事です。したがって、事故で怪我をした
場合でも、旅行会社の手配や旅程管理にミスがなければ、
旅行会社は事故に対する責任を負いません。
　ただ、利用者は安心・安全な旅行サービスを提供して
くれるという期待を持って利用していることが多く、さ

まざまな事故が起こるたび問題となっていました。ここ
に旅行会社と利用者との間の認識に大きなずれがあった
ことから、特別保障制度が導入された経緯があります。
　特別保障制度は、パック旅行参加者の生命、身体また
は手荷物に一定の被害があった場合、あらかじめ定めら
れた額の保証金及び見舞金が支払われる制度です。
　しかし、その保障内容は、被害の全てが保障されるほ
ど十分ではないので、心配であれば掛け捨ての旅行保険
に加入するのもひとつの方法です。
　旅行中に何事もないのが一番ですが、契約時には、書
面を十分確認し、万一に備えて旅行を楽しみましょう。

　大田原市消費生活センター（住吉町１-９-37）
　　（23）６２3６　　　受付時間…9:00～12:00､13:00～16:00（土・日・祝日を除く）

2015.917


	p16
	p17

